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　2月23日にサニープレイス座間にて「ボランティアのつどい」が

開催されました。51名の参加があり、ワールドカフェでの意見交

換が実施されました。

　ワールドカフェでは、9つのテーブルに分かれ、2025年度のボ

ランティア活動で楽しかったことやチャレンジしたことなどを振

り返り、みなさん忌憚なく模造紙に意見を書き出しました。

　そのなかでも「楽しい」「ありがとう」などの感情的充足の意見

や「生きがい」「健康づくり」などの人生100年時代を思わせる意

見が印象的でした。

　また、各テーブルで出た意見をカフェマスターにて総括いただ

き、ボランティア仲間を増やすためのヒントに繋げていただきま

した。
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「ボランティアのつどい」報告！
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加入プラン 基本プラン
天災・地震補償

プラン

保険料
（１名あたり）

３５０円 ５００円

地震・噴火・
津波によるケガ

ボランティア活動保険の

更新の時期となりました！
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例えばこんなとき・・・

ケガ
ボランティア活動中に
転んでケガをして通院
した場合など

食中毒
活動中に食べたお弁当
で自身が食中毒になっ
て入院した場合など

日本国内における「自発的な意思により
他人や社会に貢献する無償のボランティ
ア活動」で、次のいずれかに該当する活
動が対象となります。
 
◆団体の会則に則り企画、立案された
　活動であること（団体が社協に登録
　されていることが必要です。）
 
◆社会福祉協議会に届け出た活動である
　こと
 
◆社協に委嘱された活動であること
※災害ボランティア活動の場合は、被災
　地の災害ボランティアセンターから委
　嘱された活動であることが必要です。

〇

座間市社会福祉協議会
マスコットキャラクター LINE友達登録

社会福祉法人座間市社会福祉協議会
ボランティアセンター
〒252-0021　座間市緑ケ丘1-2-1
電話:046-266-2002  FAX:046-266-2009
メール：vc2002@zamashakyo . jp

　 本制度はボランティア個人またはボランティア
グループなどが加入申込人となり、ボランティア
個人を被保険者として全国社会福祉協議会が一括
して損害保険会社と締結する団体契約です。
 　補償期間（保険期間）は、4月１日から翌年3
月31日まで。年度の途中から加入された場合は、
加入申し込み手続き完了日の翌日から令和９年3
月31日までとなります。

2種類のプランがあります

×

対象となるボランティア活動

被災地でボランティア活動される方へ

災害ボランティア活動する場合、ボランテ
ィア活動保険の加入確認を求められます。
出発の前に最寄りの社協で加入手続きをす
ませ、被災地に向かう際には証明書を持参
してください。
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